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専門医がそれなりに充実するとある総合病院にて、、、
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せっかく、町の総合病院へ
来たんやし、

腰と、目と、耳と、
かさかさ皮膚と、血圧、
診てもらわなあかん！

あんたを待ってる
こっちが大変・・・

（専門医）



オレゴン・ルール

▍すぐ、いつでも診てもらえる（free and easy
accessibility）

▍質の⾼い医療が受けられる（high quality）

▍安い医療費（low cost）
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国⺠は３つのうち２つは⾃由に選択できるが、
３つとも求めることは不可能である。



次期診療報酬改定に向けた基本認識、視点、⽅向性等について

Ⅰ 改定に当たっての基本認識について
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第90回社会保障審議会医療保険部会（2015.10.21）資料より



地域包括ケアシステム|厚⽣労働省ホームページより

介護は中学校区

医療は ？
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地域包括ケアシステムの拡大
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【特別養護老人ホーム・
老人保健施設】

【在宅介護サービス】

【急性期病院】

【高度急性期
病院】

【回復期病
院】

・医師・看護師を多く配置
・質の⾼い医療と⼿厚い看
護により、早期に「急性期
後の病院」や「リハビリ病
院」に転院可能

・いつでも必要な場合に往診してくれ
る医師が近くにいて、必要な訪問看護
サービスを受けることができる。

在宅
医療

・サービス付き高齢者向け住
宅や有料⽼⼈ホームなど⾼齢
者が安心して暮らせる多様な
住まい

⽼⼈クラブ・⾃治会・ボランティア・ＮＰＯ 等

【生活支援・介護予防】

・ボランティア、ＮＰＯ等の多様な主体による⾒守り、
配食、買い物支援等の生活支援サービスが充実
・社会参加が推進され地域での介護予防活動が充実

・２４時間対応の訪問介護・
看護サービス、小規模多機能
型居宅介護等により、⾼齢者
の在宅⽣活を⽀援

⼊院医療 介護

「地域包括ケアシステムの整備」
医療、介護、住まい、予防、⽣活⽀援
サービスが身近な地域で包括的に確保
される体制を構築

連携強化

・病院の退院調整スタッフが連携先
の身近な病院を紹介
・自分で転院先を探す必要がない

【慢性期病院】

・身近なところで集中的なリハ
ビリを受けることができる。

・早期の在宅復帰、
社会復帰が可能

発症
住まい

（患者さん・家族）

・地域の拠点として在宅介護サービス等も積極的に展開

外来
医療

⻭科
医療

薬局

医師、⻭科医師、薬剤師、看護師、介護⽀援専⾨員その他の専⾨職（※）の積極的な関与
のもと、患者・利⽤者の視点に⽴って、サービス提供体制を構築する。

有床
診療所

※保健師、助産師、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法⼠、作業療法⼠、視能訓練⼠、臨床⼯学技⼠、義肢装具⼠、救急救命⼠、
⾔語聴覚⼠、⻭科衛⽣⼠、⻭科技⼯⼠、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養⼠、社会福祉⼠、介護福祉⼠等

→ 地域包括ヘルスケアシステム



2025年の医療機能別必要病床数の推計
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一般病床
100.6万床

療養病床
34.1万床

⾼度急性期 19.1万床

急性期 58.1万床

慢性期 35.2万床

回復期 11.0万床

現状（2013年） 134.7万床
2025年

機能分化等をしないまま高齢化を織り込んだ場合:152万床程度

今回の推計結果：115~119万床程度

⾼度急性期 13.0万床

急性期 40.1万床

回復期 37.5万床

慢性期 24.2〜28.5万床

将来、介護施設や
⾼齢者住宅を含めた
在宅医療等で追加的
に対応する患者数

29.7~33.7万人

病床機能報告
（2014.7時点）

123.4万床

▲32％

▲31〜34％

249％

▲31％

地域差
の縮小

医療・介護情報の活⽤による改⾰の推進に関する専⾨調査会第1次報告（2015.6.15）より改編



2025年の医療機能別必要病床数の推計
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一般病床
100.6万床

療養病床
34.1万床

⾼度急性期 19.1万床

急性期 58.1万床

慢性期 35.2万床

回復期 11.0万床

現状（2013年） 134.7万床
2025年

機能分化等をしないまま高齢化を織り込んだ場合:152万床程度

今回の推計結果：115~119万床程度

⾼度急性期 13.0万床

急性期 40.1万床

回復期 37.5万床

慢性期 24.2〜28.5万床

将来、介護施設や
⾼齢者住宅を含めた
在宅医療等で追加的
に対応する患者数

29.7~33.7万人

病床機能報告
（2014.7時点）

123.4万床

▲32％

▲31〜34％

249％

▲31％

地域差
の縮小

特定
機能
病院

一
般
病
院

医療・介護情報の活⽤による改⾰の推進に関する専⾨調査会第1次報告（2015.6.15）より改編



在宅療養⽀援診療所・病院の届出数の推移
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中医協総会（第305回・2015.10.7）資料より

200床未満

160病院*
401病院*
478病院*

*:中医協総会（第306回・2015.10.14）資料より



⾃宅での死亡状況（都道府県別）
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中医協総会（第305回・2015.10.7）資料より



平成26年度診療報酬改定
在宅医療を担う医療機関の確保と質の⾼い在宅医療の推進について
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200床以上 215病院*

*:中医協総会（第306回・2015.10.14）資料より



地域包括ケア病棟の役割
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第10回⼊院医療等の調査・評価分科会とりまとめ（案）（2015.10.15）より



学部教育と専⾨医制度の狭間

▍医学部教育のガラパゴス化*〜2023年問題（ECFMG)
▍「国際基準に対応した医学教育認証制度の確⽴」（⽂部科学省）

▍臨床実習拡大による実践

▍新専⾨医制度〜2017年
▍各基本領域で複数のSubspecialtyを広く研修
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医師臨床研修制度のadvantageは？

*：東洋経済オンライン「⽇本の医療界は､世界標準から取り残される」（2015.3.17）より
http://toyokeizai.net/articles/-/63327



臨床研修の基本理念
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臨床研修は、医師が、医師としての人格をかん養
し、将来専門とする分野にかかわらず、医学及び医
療の果たすべき社会的役割を認識しつつ、⼀般的な
診療において頻繁に関わる負傷⼜は疾病に適切に
対応できるよう、基本的な診療能⼒を⾝に付けるこ
とのできるものでなければならない。

医師法第１６条の２第１項に規定する臨床研修に関する省令の施⾏について
（厚⽣労働省医政局⻑通知平成 27年 3月 31日）（別添１）

臨床研修は、医師が、医師として：
患者さんの傍らで
医師免許を持った医師として



臨床研修の基本理念
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臨床研修は、医師が、医師としての人格をかん養
し、将来専門とする分野にかかわらず、医学及び医
療の果たすべき社会的役割を認識しつつ、⼀般的な
診療において頻繁に関わる負傷⼜は疾病に適切に
対応できるよう、基本的な診療能⼒を⾝に付けるこ
とのできるものでなければならない。

医師法第１６条の２第１項に規定する臨床研修に関する省令の施⾏について
（厚⽣労働省医政局⻑通知平成 27年 3月 31日）（別添１）

将来専門とする分野にかかわらず：
専門医教育ではない



臨床研修の基本理念
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臨床研修は、医師が、医師としての人格をかん養
し、将来専門とする分野にかかわらず、医学及び医
療の果たすべき社会的役割を認識しつつ、⼀般的な
診療において頻繁に関わる負傷⼜は疾病に適切に
対応できるよう、基本的な診療能⼒を⾝に付けるこ
とのできるものでなければならない。

医師法第１６条の２第１項に規定する臨床研修に関する省令の施⾏について
（厚⽣労働省医政局⻑通知平成 27年 3月 31日）（別添１）

医学及び医療の果たすべき社会的役割：
社会的適応
⼈⼝問題、少⼦⾼齢化、医療経済、
地域包括ケア、医療介護連携、
価値観の変遷（胃瘻、DNR、QOL〜QOD）、



臨床研修の基本理念
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臨床研修は、医師が、医師としての人格をかん養
し、将来専門とする分野にかかわらず、医学及び医
療の果たすべき社会的役割を認識しつつ、一般的な
診療において頻繁に関わる負傷⼜は疾病に適切に
対応できるよう、基本的な診療能⼒を⾝に付けるこ
とのできるものでなければならない。

医師法第１６条の２第１項に規定する臨床研修に関する省令の施⾏について
（厚⽣労働省医政局⻑通知平成 27年 3月 31日）（別添１）

一般的な診療において頻繁に関わる負傷⼜は疾病に適切に対応：
Common Disease
さらに、Common Diseaseの中から適切に鑑別診断できる能⼒



臨床研修の基本理念
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臨床研修は、医師が、医師としての人格をかん養
し、将来専門とする分野にかかわらず、医学及び医
療の果たすべき社会的役割を認識しつつ、⼀般的な
診療において頻繁に関わる負傷⼜は疾病に適切に
対応できるよう、基本的な診療能⼒を身に付けるこ
とのできるものでなければならない。

医師法第１６条の２第１項に規定する臨床研修に関する省令の施⾏について
（厚⽣労働省医政局⻑通知平成 27年 3月 31日）（別添１）

基本的な診療能⼒：
コンピテンシー、臨床推論、
チーム医療



特定機能病院と一般病院のMission

▍特定機能病院
▍臨床、研究、教育

▍多くの専⾨医の下で⾼度専⾨医療

▍一般病院
▍臨床、研究、教育

▍専⾨医療、総合診療

▍⾼度急性期から急性期、回復期、慢性期、在宅までの可能性

▍医療介護連携

▍機動的な多職種チーム医療
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医師のキャリアパス
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医学部卒業 臨床研修 専門医研修
専門医

かかりつけ医

多能性幹細胞

多能性幹細胞

分化

分化



医師のキャリアパス
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医学部卒業 臨床研修 専門医研修
専門医

かかりつけ医

一般病院 大学病院 一般病院、開業

一般病院 大学病院 大学病院

一般病院 一般病院 一般病院、開業

大学病院 大学病院 大学病院

大学病院 大学病院 一般病院、開業

大学病院 一般病院 大学病院

多様な形態



まとめ

▍高齢社会に対応するために、研修医は将来専門とする分野にかかわらな

い広い診療能⼒を⾝に付けるべきである。

▍様々な病期や軽症から重症例までの様々な病態、さらにはチーム医療、

在宅医療、介護との連携を学べるのは、⾼度専⾨医療機関よりもむしろ

地域の一般病院である。

▍医師臨床研修制度の⾒直しにあたっては、スーパーローテーションを⾒

据えた必須科⽬の⾒直しも考慮すべきである。
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恵寿総合病院初期臨床研修プログラム┃基幹型募集5名

Keiju Healthcare System23

http://www.keiju.co.jp/center/shoki/pages/curriclm.html



かかりつけ医について

▍「かかりつけ医」とは（定義）
▍ なんでも相談できる上、最新の医療情報を熟知して、必要な時には専⾨医、専⾨医療機関
を紹介でき、⾝近で頼りになる地域医療、保健、福祉を担う総合的な能⼒を有する医師。

▍「かかりつけ医機能」とは
▍ かかりつけ医は、⽇常⾏う診療においては、患者の⽣活背景を把握し、適切な診療及び保
健指導を⾏い、⾃⼰の専⾨性を超えて診療や指導を⾏えない場合には、地域の医師、医療
機関等と協⼒して解決策を提供する。

▍ かかりつけ医は、⾃⼰の診療時間外も患者にとって最善の医療が継続されるよう、地域の
医師、医療機関等と必要な情報を共有し、お互いに協⼒して休⽇や夜間も患者に対応でき
る体制を構築する。

▍ かかりつけ医は、⽇常⾏う診療のほかに、地域住⺠との信頼関係を構築し、健康相談、健
診・がん検診、⺟⼦保健、学校保健、産業保健、地域保健等の地域における医療を取り巻
く社会的活動、⾏政活動に積極的に参加するとともに保健・介護・福祉関係者との連携を
⾏う。また、地域の⾼齢者が少しでも⻑く地域で⽣活できるよう在宅医療を推進する。

▍ 患者や家族に対して、医療に関する適切かつわかりやすい情報の提供を⾏う。
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2013.8.8 日本医師会・四病院団体協議会合同提言より


